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２
０
１
０
年

世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス

　

農
林
水
産
省
で
は
、
農
林
業
・
農

山
村
の
実
態
と
そ
の
変
化
を
明
ら
か

に
し
、
き
め
細
か
な
農
林
行
政
を
推

進
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
作
成
・

提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
５
年

ご
と
に
実
施
さ
れ
る
大
切
な
調
査
を

行
い
ま
す
。
１
月
下
旬
か
ら
農
林
業

を
営
ん
で
い
る
世
帯
や
法
人
を
対
象

に
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う

　
国
民
年
金
は
、
や
が
て
訪
れ
る
老
後
や
、
生
活
の
安
定
を
損
な
う
よ

う
な
万
一
の
事
態
に
備
え
、
保
険
料
を
出
し
合
い
、
お
互
い
を
支
え
合

う
制
度
で
す
。

　
20
歳
に
な
っ
た
ら
、
忘
れ
ず
に
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
を
し
ま

し
ょ
う
。

新
成
人
の
み
な
さ
ん

　

日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
20
歳

か
ら
60
歳
ま
で
の
方
は
、
国
民
年
金

（
基
礎
年
金
）
に
加
入
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
。
自
営
業
者
、
学
生
の
方

な
ど
は
第
１
号
被
保
険
者
に
、
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
や
公
務
員
の
方
は
第
２
号

被
保
険
者
に
、
第
２
号
被
保
険
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
は
第
３
号

被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保

障
だ
け
で
は
な
く
、
病
気
や
け
が

で
重
い
障
害
が
残
っ
た
り
、
18
歳

未
満
の
子
を
残
し
て
父
親
が
亡
く

な
っ
た
り
し
た
と
き
に
も
年
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

加
入
手
続
き
は
、
第
１
号
被
保
険

者
は
住
民
課
で
、
第
３
号
被
保
険
者

は
配
偶
者
の
勤
務
先
な
ど
を
経
由
し

て
行
い
ま
す
。
第
２
号
被
保
険
者
は

厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
加
入
手
続
き

に
合
わ
せ
て
行
い
ま
す
の
で
、
個
別

の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
学
生
で
あ
る
場
合
な
ど
、

収
入
が
少
な
い
た
め
に
納
付
が
で
き

な
い
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料

が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
申
請
を
行
わ
な
い
ま
ま
、
国
民

年
金
保
険
料
が
未
納
と
な
っ
て
い
る

と
、
万
一
の
と
き
に
障
害
年
金
が
受

け
取
れ
な
い
な
ど
思
わ
ぬ
事
態
を
招

き
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
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20
歳
に
な
っ
た
ら

　
　
　国
民
年
金

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

　
　
　
　
　
　
　

口
座
振
替
に
つ
い
て

　
年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
対
象
の
方
へ
　

　
納
付
書
払
い
（
普
通
徴
収
）　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
対
象
の
方
へ
　

　

年
金
天
引
き
に
よ
り
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
を
納
付
さ
れ
て
い
る

方
は
、
申
し
出
い
た
だ
く
こ
と
に
よ

り
口
座
振
替
へ
の
変
更
が
で
き
ま
す
。

　

口
座
振
替
に
よ
り
保
険
料
を
納
付

さ
れ
る
場
合
、
所
得
税
等
の
社
会
保

険
料
控
除
に
つ
い
て
は
、
口
座
名
義

人
の
方
（
被
保
険
者
本
人
ま
た
は
被

保
険
者
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者

そ
の
他
の
親
族
に
限
る
）
に
適
用
さ

れ
ま
す
。

　
■
手
続
き

①�

住
民
課
国
保
年
金
班
で
、
納
付
方

法
変
更
申
出
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

②�
通
帳
と
届
出
印
を
用
意
し
、
金
融

機
関
で
口
座
振
替
依
頼
を
し
て
く

だ
さ
い
。

※�

申
し
出
か
ら
口
座
振
替
開
始
ま
で

３
ヶ
月
か
か
り
ま
す
。

※�

口
座
振
替
の
依
頼
を
金
融
機
関
で

手
続
き
し
た
だ
け
で
は
、
年
金
か

ら
の
天
引
き
は
中
止
さ
れ
ま
せ
ん
。

※�

口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
な
い
方

は
、
お
手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

原
則
と
し
て
年
金
天
引
き
で
す
が
、

①
年
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の
場

合
、
②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
と
介
護
保
険
料
を
合
わ
せ

た
保
険
料
額
が
、
年
金
額
の
２
分

の
１
を
超
え
る
場
合
は
、
年
金
天

引
き
と
な
ら
ず
納
付
書
に
よ
り
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

納
め
忘
れ
な
ど
が
な
く
、
便
利
な

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
を
口
座

振
替
に
よ
り
納
付
さ
れ
て
い
た
方

が
、
75
歳
と
な
り
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
た
場
合
は
、
あ
ら
た

め
て
口
座
振
替
依
頼
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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◆
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せ

　

企
画
財
政
課
企
画
調
整
班

　

☎（
84
）１
２
１
８


